
手 稲 警 察 署第７８５ 地 域 安 全 情 報
（代表６８６－０１１０）（２.４～２.10） ～安全・安心 ていねっていいね！～

事 件 情 報

○ パソコン利用にかかる詐欺に注意
パソコンでインターネットを利用している最中に、突然パソコン画面に警告文や電話番

号が表示され この電話番号へ連絡してしまうと サポートセンター等を名乗る者から ウ、 、 「
。 。」イルスを除去するのにお金がかかる 電子マネーを購入してその番号を教えてください

と言われ、被害に遭うという詐欺の手口があります。パソコンを利用している最中に、突
然このような画面が表示されたとしても、表示された電話番号へは電話せず、警察へ相談
してください。

交 通 情 報

１ ２月４日から２月10日までの間における手稲区内での交通事故発生状況について
この期間中における人身交通事故は前年比－１件となる６件、物件交通事故は38件発

生しています。
ドライバーの方は、見通しが悪い交差点を通行する際には、左右の安全確認を徹底し

てください。
２ 路上駐車はやめましょう

２月に入りましたが、今年は例年に比べ非常に積雪が多く、道路脇にはたくさんの
雪山ができています。
路上駐車は季節問わず、してはいけないものですが、今の時期は特に

・ 他の車の通行を妨げ、渋滞の原因になる
・ 道路の見通しが悪くなり、歩行者や車の安全確認の妨げになる
・ 歩行者が車道側を歩かなければならなくなり、事故の原因となりかねない
・ 消防や救急者等の緊急車両の走行の支障となり、到着が遅れてしまう
・ 除排雪作業の大きな支障になる

等、雪のない時期と比べ迷惑性が高く非常に危険です。
いざというときの安全な交通を確保するためにも、一人一人がルールを守り、路上駐

車をなくしましょう。

警察署からのお願い（お知らせ）

○ クロスボウの所持が禁止になります！
銃刀法の改正に伴い、令和４年９月14日からクロスボウ、いわゆるボウガンの所持が

禁止になります。
所持をする場合は、北海道公安委員会の許可が必要になります。
クロスボウの処分等を考えている方は最寄りの警察署又は交番まで持ち込みをお願い

します。
不明点等がある方は最寄りの警察署まで相談してください。
１８９（いちはやく） 知らせて守る こどもの未来○
児童虐待事案の取扱いは年々増加しており、尊い子供の命が奪われるなどの痛ま

しい事件が後を絶ちません。
子供の立場に立って考え、虐待被害にあっている子供の早期発見をお願いします。
子供との関わり方について紹介します。

・ 子供の気持ちや考えに耳を傾けましょう。
・ 子供が「言うことをきかない」にも色々な理由があることを理解しましょう。
・ 子供の成長、発達によっても大人に言われていることが理解できる子とで
きない子がいることを理解しましょう。

・ 子供の状況に応じて、身の周りの環境を整えてみましょう。
・ 注意の方向を変えたり、子供のやる気に働きかけてみましょう。
・ 子供に伝える時は肯定文でわかりやすく、時には一緒に、大人がお手本に
なってあげましょう。

・ 子供には良かったこと、できていることを具体的に褒めましょう。
（いちはやく）は、児童相談所の全国共通ダイヤルです。189

児童虐待の疑いを感じたら、迷わずに児童相談所、警察、市区町村に連絡して
ください。
あなたの連絡が児童虐待から子供たちを救うことになります。


